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告 示
栃木県告示第538号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第50条の２の規定
により指定医療機関の名称等を次のとおり変更した旨の届出があったので、生活保護法第55条の３の規定によ
り告示する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院、診療所又は薬局

変 更 年 月 日 名           称 主たる事務所の所在地

令和７（2025）年10月７日 岡田クリニック
（岡田皮フ科耳鼻咽喉科クリニック）

栃木市境町21-７

（注）表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第539号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
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19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第50条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
３の規定により告示する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院、診療所又は薬局

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

令和７（2025）年９月30日 苅部医院 小山市大字南飯田317-８

令和７（2025）年10月11日 原田歯科医院 下野市石橋362

令和７（2025）年10月31日 朝倉町よしだクリニック 足利市朝倉町３-15-19

令和７（2025）年10月31日 ふらてクリニック 真岡市寺久保１-３-２

２　指定訪問看護事業者等

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

令和７（2025）年12月31日 りあん訪問看護リハステーション 栃木市境町30-33

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第540号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、公の施設に係る指定管理者を指定し
たので、栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年栃木県条例第４号）第８条
第１項の規定により次のとおり告示する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

施設の名称
指 定 管 理 者 の 名 称 及 び
その代表者又は管理人の氏名

指定管理者
の 住 所

指 定 期 間 所 管 課

栃木県県民の
森

たかはらの森管理グループ
代表者　栃木県森林組合連合会
代表理事会長　佐藤　和之

宇都宮市西一
の沢町８番22
号

令和８（2026）年４月１日
から令和13（2031）年３月
31日まで

環境森林部
自然環境課

栃木県水と緑
の南摩の里ア
クティビティ
エリア

株式会社フォレスフィール
代表取締役　山口　哲生

栃木市大平町
西山田857番
地

令和８（2026）年４月１日
から令和18（2036）年３月
31日まで

環境森林部
自然環境課

（自然環境課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第541号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った
者 の 名 称

調 査 区 域 成 果 の 名 称 認証年月日

上三川町 上三川町大字西汗の一部 上三川町大字西汗の一部
（西汗Ⅵ地区）

令和７（2025）年
12月16日
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上三川町 上三川町大字鞘堂の一部 上三川町大字鞘堂の一部
（鞘堂Ⅰ地区）

令和７（2025）年
12月16日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第542号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により、次の地域の換地計画を定めたので、
同条第４項において準用する同法第87条第５項の規定により公告する。
　なお、同法第89条の２第４項において準用する同法第87条第５項の規定により、換地計画書の写しを所轄農
業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定については、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に同法第89条の２第４項にお
いて準用する同法第87条第６項の審査請求をすることができる。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 地 域 名 縦 覧 期 間 審 査 請 求 期 限
所 轄
農業振興事務所

県営下深田地区土地改
良（区画整理）事業

下深田地区 令和８（2026）年１月５日
から同年２月２日まで

令和８（2026）年
２月17日

那 須
農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第543号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和７（2025）年12月26日から令和８（2026）年
１月26日まで一般の縦覧に供する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　矢板那珂川線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

319
前 矢板市沢字中山920-３から

矢板市沢字生袋738-１まで 12.6 ～ 19.1 60.0

後 矢板市沢字中山920-３から
矢板市沢字生袋738-１まで 12.6 ～ 20.8 60.0

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の新設の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定により大規模小売店舗の新設に関する届
出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。
　なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、令和８（2026）年４月27日までに知事に意見書
を提出することができる。
　　令和７（2025）年12月26日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　薬王堂栃木塩谷店
　　塩谷郡塩谷町大字玉生字鴨屋敷550-12　外
２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
　　株式会社薬王堂
　　岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目７番７号
３　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称
　　株式会社薬王堂
４　大規模小売店舗の新設をする日
　　令和８（2026）年８月19日
５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　1,191㎡
６　駐車場及び駐輪場の収容台数
　　駐車場　38台
　　駐輪場　８台
７　荷さばき施設の面積
　　40㎡
８　廃棄物等の保管施設の容量
　　3.8㎥
９　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
　　開店時刻　午前８時
　　閉店時刻　午後10時
10　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　午前７時30分から午後10時30分
11　駐車場の自動車の出入口の数
　　１箇所
12　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　24時間
13　届出年月日
　　令和７（2025）年12月18日
14　縦覧場所
　　県ホームページ

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し
た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家 畜 の
種 類

患畜又は疑似
患畜の区分

頭羽群数
発生の場所
又 は 区 域

発 生 年 月 日
経過及び
転 帰

ヨーネ病 牛 患畜 ３頭 大田原市 令和７（2025）年12月12日 法令殺

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良区役員の退任
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　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任の届出があったので、同条第19項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

大 岩 藤
土地改良区 理　事 五十畑純孝 栃木市岩舟町畳岡66

令 和 ７
（2025）.
３.31

　───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業の特別減歩の指定
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２の３第１項の規定
により、県営海道地区土地改良（区画整理）事業において、次の土地を、地積を特に減じて換地を定める土地
として指定したので、同条第２項において準用する同法第53条の２第３項の規定により公告する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

市 町 村 大 字 字 地 番 地 目 用 途 地積（㎡） 特に減ずる地積（㎡） 摘 要

宇都宮市 海道町 児ヶ墓 200-２ 田 田 2,346 24

〃 〃 〃 206 〃 〃 532 181

〃 〃 〃 212-１ 〃 〃 2,390 114

〃 〃 〃 215 〃 〃 1,996 25

〃 〃 〃 218-１ 〃 〃 1,758 12

〃 〃 〃 218-６ 〃 〃 2,694 30

〃 〃 〃 219 〃 〃 710 280

〃 〃 〃 221-２ 〃 〃 505 76

〃 〃 〃 222-５ 〃 〃 1,196 10

〃 〃 〃 230 〃 〃 895 26

〃 〃 〃 234 〃 〃 684 119

〃 〃 〃 235-１ 〃 〃 2,234 15

〃 〃 〃 238-１ 〃 〃 3,575 24

〃 〃 〃 245-２ 〃 〃 2,019 104

〃 〃 〃 257 〃 〃 2,218 15

〃 〃 〃 262-１ 〃 〃 488 26

〃 〃 〃 263-１ 〃 〃 3,339 46

〃 〃 〃 268 〃 〃 1,828 12

〃 〃 〃 301-１ 〃 〃 2,119 48

〃 〃 〃 302-１ 〃 〃 2,852 19

〃 〃 〃 303-５ 〃 〃 657 13

〃 〃 〃 310-１ 畑 〃 697 63
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宇都宮市 海道町 上八郎五 340-５ 山林 畑 129 1

〃 〃 〃 345-１ 田 田 853 88

〃 〃 〃 361-２ 〃 〃 352 37

〃 〃 〃 368-１ 〃 〃 1,804 12

〃 〃 〃 371-１ 〃 〃 2,718 18

〃 〃 〃 377-１ 〃 〃 1,394 44

〃 〃 〃 381-１ 〃 〃 1,282 25

〃 〃 〃 382-１ 〃 〃 1,981 34

〃 〃 〃 389-２ 畑 〃 2,477 17

〃 〃 横道 411 〃 畑 1,702 72

〃 〃 一里塚 424 田 田 2,925 76

〃 〃 〃 428 〃 〃 3,018 20

〃 〃 榎下 433-１ 〃 〃 1,022 16

〃 〃 〃 434 〃 〃 1,395 9

〃 〃 〃 438 〃 〃 581 86

〃 〃 〃 449 〃 〃 393 37

〃 〃 〃 452-２ 〃 〃 1,024 23

〃 〃 〃 457-１ 〃 〃 661 218

〃 〃 海道西 486 〃 〃 3,423 23

〃 〃 〃 493-１ 〃 〃 1,170 258

〃 〃 〃 496 〃 〃 168 79

〃 〃 〃 498 〃 〃 1,133 73

〃 〃 〃 503 〃 〃 406 34

〃 〃 〃 509 〃 〃 247 23

〃 〃 〃 514 〃 〃 720 63

〃 〃 〃 536-１ 〃 〃 363 81

〃 〃 〃 577-３ 畑 畑 613 57

〃 〃 横堀 591 田 田 981 15

〃 〃 〃 618-１ 〃 〃 717 290

〃 〃 〃 638 〃 〃 429 110

〃 〃 〃 644-１ 〃 〃 2,591 26

〃 〃 〃 693-１ 〃 〃 829 45

〃 〃 〃 694-２ 〃 〃 3,114 97

〃 〃 下八郎五 714-１ 〃 〃 2,214 15

〃 〃 〃 727-２ 〃 〃 85 1

〃 〃 〃 728-１ 〃 〃 882 62
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宇都宮市 海道町 下八郎五 729-１ 田 田 1,256 22

〃 〃 〃 730 〃 〃 634 156

〃 〃 〃 734 〃 〃 1,986 36

〃 〃 〃 735 〃 〃 1,851 51

〃 〃 〃 744 〃 〃 1,709 17

〃 〃 〃 747 〃 〃 750 10

〃 〃 〃 750 〃 〃 3,381 78

〃 〃 〃 752 〃 〃 4,403 30

〃 〃 〃 755 〃 〃 386 59

〃 〃 〃 765-１ 〃 〃 1,107 45

〃 〃 〃 767-１ 〃 〃 1,447 10

〃 〃 〃 773 〃 〃 1,497 28

〃 〃 〃 779-３ 〃 〃 512 57

〃 〃 池ノ端 877 〃 〃 399 67

〃 〃 〃 882 〃 〃 925 40

〃 〃 〃 891 〃 〃 522 8

〃 〃 〃 892 〃 〃 512 50

〃 下川俣町 沢向 204-１ 畑 畑 1,910 57

〃 〃 〃 204-３ 〃 〃 1,679 223

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、壬生町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（水準測量（３級））
　　公共測量（数値図化（地図情報レベル1,000））
２　作業地域
　　壬生町大字七ツ石地内
３　作業期間
　　令和７（2025）年12月８日から令和８（2026）年３月10日まで
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、足利市長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

１　作業種類
　　公共測量（水準測量（３級））
　　公共測量（数値図化（地図情報レベル1,000））
２　作業地域
　　足利市高松地内
３　作業期間
　　令和７（2025）年12月11日から令和８（2026）年３月10日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第64号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第189条の規定による令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員
選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告書について、訂正願が提出されたので、同法第192条第１項
の規定に基づく令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における候補者の選挙運動に関する収支
報告書の要旨の公表（令和７（2025）年３月21日栃木県選挙管理委員会告示第３号）の一部を次のとおり訂正
する。
　　令和７（2025）年12月26日

栃木県選挙管理委員会委員長　　金　　田　　尊　　男　　
　候補者茂木敏充の第１回報告分の収支報告書の要旨のうち
「〔収入〕」中
「栃木県司法書士政治連盟 政治団体 　 200,000」の次に
「全国商工政治連盟 政治団体  1,000,000」
「栃木県石油政治連盟 政治団体 　 100,000」
「栃木県医師連盟 政治団体 　 500,000」を加え、
「今回計  17,500,000」を
「今回計  19,100,000」に、
「総計  17,500,000」を
「総計  19,100,000」に改める。
　候補者茂木敏充の第２回報告分の収支報告書の要旨のうち
「〔収入〕」中
「前回計  17,500,000」を
「前回計  19,100,000」に、
「総計  17,500,000」を
「総計  19,100,000」に改める。
　───────────────────────────────────────────────


